
！ Information

健康対策課　健康増進室　TEL：0859－68－5536問い合わせ先 健康対策課　健康増進室　TEL：0859－68－5536問い合わせ先

子どもを病気から守る予防接種
予防接種を受けましょう

大人の風しんワクチン予防接種費用助成
　風しんは、風しんウイルスが原因で、飛沫感染や接触感染でうつる病気です。妊娠している人が感染すると生まれ
てくる子どもに影響があると言われています。
　感染予防には、予防接種が効果的ですが、妊娠中は風しんの予防接種を受けることができないため、妊娠を考えて
いる人や、妊婦がいる家庭の人は、予防接種で感染を予防しましょう。

※１）風しん抗体価検査
医療機関または保健所で風しん抗体検査を受け、検査結果通知書の交付を受けてください。通知書がないと費用助成の対象となりま
せん。（検査費用は無料です）

※生活保護受給者は、接種費用の全額を助成します。
※いずれのワクチンも令和２年４月１日から令和３年３月31日までに接種したものが対象です。
※医療機関の指定はありません。

償還払（医療機関で接種費用の全額を支払い、役場で償還払いの手続きを行ってください。）
助成方法

健康対策課、分庁総合窓口課
郵送でも受け付けます。詳しくは町のホームページをご覧ください。

申請場所

令和３年３月31日（水）まで
（令和３年３月末に接種したものについては、令和３年４月20日までに申請をしてください。）

申請期限

昭和37年４月２日から昭和54年４月１日の間に生まれた男性は、風しん抗体検査と予防接種が無料で受けられる
クーポン券を郵送していますので、ご利用ください。
※令和元年度にクーポン券で風しん抗体検査を受けた人を除きます。

① 風しんワクチン接種費緊急助成事業接種済証兼領収証（医療機関が発行します）
または医療機関発行の領収証（ワクチンのメーカー、ロット番号が分かるもの）

② 母子健康手帳（妊婦の配偶者及び同居者のみ）
③ 抗体検査の結果が分かるもの（妊婦の配偶者及び同居者は不要）
④ 口座番号など振込先のわかるもの（通帳など）
⑤ 認印（スタンプ式は不可）

申請書類など

① 無料クーポン券を使い、医療機関などで抗体検査を受ける。
② 抗体検査の結果、十分な免疫がないと判定された場合、無料クーポン券を使い医療機関などで予防接種を受ける。
※過去に成人の風しん予防接種を受けたことがある人、抗体検査の結果十分な免疫がありワクチン接種の必要がな
いと判定された人を除きます。

無料クーポン券を使った予防接種の受け方

１. 妊娠を考えている人や、妊婦の家族の予防接種

２. 風しんの抗体価が低い世代の予防接種　

ワクチン名 対象者

麻しん風しん混合ワクチン
風しんワクチン

助成額
伯耆町の住民で
① 妊娠を希望する女性のうち、風しん抗体価が低い人※１）

② 妊婦の配偶者（内縁を含む）
③ 妊婦の同居者
④ 妊娠を希望する女性（風しん抗体価が低い人）の同居者（風
しん抗体価が低い人）

8,000円
ただし、接種費用が
8,000円未満の場合は、
その金額

ワクチン名 対象者 助成回数 助成額（１回につき）

おたふくかぜワクチン １歳以上13歳未満の人
（まだおたふくかぜにかかっていない場合のみ） ２回 2,000円

水痘ワクチン
９歳以上13歳未満の人
（平成21年９月30日以前に生まれた人で、まだ水痘にかかって
いない場合のみ）

１回 3,000円

ロタウイルス
ワクチン

ロタリックス 生後６週以上24週未満の人 ２回 15,000円
ロタテック 生後６週以上32週未満の人 ３回 10,000円

※いずれも令和２年４月１日以降に接種したものが対象です。
※助成期間は、令和２年４月１日～令和３年３月31日です。
※医療機関の指定はありません。
※ロタウイルスワクチンの助成額は、４月１日以降接種分が対象です。
※ロタウイルスワクチンは10月１日から法定接種となります。（令和２年８月１日以降生まれの人が対象）

　予防接種を受けると、病気の感染や重症化を防ぐことができます。かかりつけの医師と
相談しながら、適切に接種しましょう。

種別 対象者 標準的な接種期間 回数
四種混合

（百日咳・ジフ
テリア・破傷風・
不活化ポリオ）

１期初回：生後３月から生後90
月に至るまでの間にある人 生後３月に達した時から生後12月に達するまでの期間 ３回

１期追加：生後３月から生後90
月に至るまでの間にある人 １期初回接種（３回）終了後12月から18月までの間隔をおく １回

二種混合
（ジフテリア・
破傷風）

２期：11歳以上13歳未満の人 11歳に達した時から12歳に達するまでの期間 １回

麻しん風しん
混合
（ＭＲ）

１期：生後12月から生後24月に至るまでの間にある人 １回
２期：５歳以上７歳未満の人であって、小学校就学の始期に達する日の１年前の日から当該始期
に達する日の前日までの間にある人 １回

水痘 生後12月から生後36月に至るまでの間にある人 ２回
B型肝炎 生後１歳に至るまでの間にある人 生後２月から生後８月に達するまでの期間 ３回

日本脳炎※１）

１期初回：生後６月から生後90
月に至るまでの間にある人 ３歳に達した時から４歳に達するまでの期間 ２回

１期追加：生後６月から生後90
月に至るまでの間にある人 ４歳に達した時から５歳に達するまでの期間 １回

２期：９歳以上13歳未満の人 ９歳に達した時から10歳に達するまでの期間 １回
BCG 生後１歳に至るまでの間にある人 生後５月に達した時から生後８月に達するまでの期間 １回

ヒブ 生後２月から生後60月に至るま
での間にある人

初回接種開始は生後２月から生後７月に至るまで
追加接種は、初回接種終了後７月から13月までの間隔をおく
（接種を開始した月齢によって接種回数が変わります）

初回：３回
追加：１回

小児肺炎球菌 生後２月から生後60月に至るま
での間にある人

初回接種開始は、生後２月から生後７月に至るまで
追加接種は、生後12月から生後15月に至るまで
（接種を開始した月齢によって接種回数が変わります）

初回：３回
追加：１回

子宮頸がん
予防

12歳となる日の属する年度の初
日から16歳となる日の属する年
度の末日までの間にある女子

２価：13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日
までの間

３回
４価：13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日
までの間

※１）日本脳炎ワクチンについて
　　　平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれた人で、1期、2期の接種を受けられなかっ

た人は、20歳までの間に接種を受けることができます。

定期予防接種
　定期予防接種は、予防接種法によって対象疾病・対象者・接種する期間が定められたものです。対象期間中は無料で受けるこ
とができます。

任意予防接種
　以下の予防接種に対する費用助成を行います。助成方法は償還払です。申請方法など詳しくは健康対策課へお問い合わせくだ
さい。
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